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(57)【要約】
【課題】皮脂による弊害を抑えることのできる肌貼付用
フィルム、および、転写シートを提供する。
【解決手段】肌貼付用フィルム１０は、肌に貼り付けら
れる第１面１０Ｆと、第１面１０Ｆとは反対側の面であ
る第２面１０Ｒとを有する。第１面１０Ｆは、皮脂と非
相溶性を有する。肌貼付用フィルム１０は、第１面１０
Ｆを構成する表面層１２と、第２面１０Ｒを構成する薄
膜層１１とを含む積層体である。表面層１２は、水溶性
材料から構成される。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　０．０１ｇ／ｍ２以上１０ｇ／ｍ２以下の平均質量を有する肌貼付用フィルムであって
、
　肌に貼り付けられる第１面と、前記第１面とは反対側の面である第２面とを有し、
　前記第１面が皮脂と非相溶性を有する
　肌貼付用フィルム。
【請求項２】
　前記第１面を構成する表面層と、前記第２面を構成する薄膜層とを含む積層体である
　請求項１に記載の肌貼付用フィルム。
【請求項３】
　前記表面層は、水溶性材料から構成される
　請求項２に記載の肌貼付用フィルム。
【請求項４】
　人工皮脂を浸み込ませたろ紙に前記肌貼付用フィルムの前記第１面を接触させて４時間
経過させた場合において、前記第２面に人工皮脂が滲出している箇所の前記第２面に占め
る面積の割合は、３０％以下である
　請求項１～３のいずれか一項に記載の肌貼付用フィルム。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれか一項に記載の肌貼付用フィルムと、
　前記肌貼付用フィルムの前記第１面を覆う保護層と、
　前記肌貼付用フィルムの前記第２面を支持する支持層と、
　を備える転写シート。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、肌貼付用フィルム、および、肌貼付用フィルムを肌に貼り付けるための転写
シートに関する。
【背景技術】
【０００２】
　数ｎｍ～数μｍ程度の厚さを有した極めて薄いフィルムは、生体器官の表面に対する接
着性を有するため、当該フィルムを臓器や皮膚等に貼り付けて利用することが試みられて
いる。例えば、非特許文献１では、上記フィルムが創傷の被覆材として利用可能であるこ
とが報告されている。また、上記フィルムを、スキンケアやメイクアップの補助のために
肌に貼り付けることも提案されている。例えば、特許文献１では、フィルムを肌に貼り付
けた後に、フィルムの上から化粧料を塗布する美容方法が提案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】国際公開第２０１４／０５８０６６号
【非特許文献】
【０００４】
【非特許文献１】Ｔ．Ｆｕｊｉｅ　ｅｔ　ａｌ．，Ａｄｖ．Ｆｕｎｃｔ．Ｍａｔｅｒ．，
２００９年，１９巻，２５６０－２５６８頁
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、肌の表面には、皮脂腺から分泌された皮脂が少なからず存在する。皮脂は、
肌の保護や保湿、抗菌といった好影響をもたらす一方で、臭いや化粧崩れといった弊害を
招く場合もある。
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【０００６】
　本発明は、皮脂による弊害を抑えることのできる肌貼付用フィルム、および、転写シー
トを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を解決する肌貼付用フィルムは、０．０１ｇ／ｍ２以上１０ｇ／ｍ２以下の平
均質量を有する肌貼付用フィルムであって、肌に貼り付けられる第１面と、前記第１面と
は反対側の面である第２面とを有し、前記第１面が皮脂と非相溶性を有する。
【０００８】
　上記構成によれば、肌に肌貼付用フィルムを貼り付けた場合において、肌貼付用フィル
ムに皮脂が浸み込むことが抑えられ、その結果、肌貼付用フィルムの第２面への皮脂の滲
出が抑えられる。これにより、化粧崩れのように、生体の最表面に皮脂が存在することに
よる弊害が抑えられる。
【０００９】
　上記構成において、前記肌貼付用フィルムは、前記第１面を構成する表面層と、前記第
２面を構成する薄膜層とを含む積層体であってもよい。
　上記構成によれば、薄膜の積層によって皮脂と非相溶性の第１面を有する肌貼付用フィ
ルムが形成できるため、例えば薄膜の表面改質によって第１面を形成する場合と比較して
、肌貼付用フィルムの製造が容易である。
【００１０】
　上記構成において、前記表面層は、水溶性材料から構成されてもよい。
　上記構成によれば、皮脂と非相溶性の第１面が好適に実現される。
【００１１】
　上記構成において、人工皮脂を浸み込ませたろ紙に前記肌貼付用フィルムの前記第１面
を接触させて４時間経過させた場合において、前記第２面に人工皮脂が滲出している箇所
の前記第２面に占める面積の割合は、３０％以下であってもよい。
　上記構成によれば、額等の皮脂量の多い部位に肌貼付用フィルムを貼り付ける場合であ
っても、肌貼付用フィルムの第２面への皮脂の滲出が好適に抑えられる、
【００１２】
　上記課題を解決する転写シートは、上記肌貼付用フィルムと、前記肌貼付用フィルムの
前記第１面を覆う保護層と、前記肌貼付用フィルムの前記第２面を支持する支持層と、を
備える。
　上記構成によれば、転写シートの保管時や移動時に、肌貼付用フィルムの第１面が保護
されるため、第１面における皮脂との非相溶性が好適に維持される。また、肌貼付用フィ
ルムが支持層に支持されていることにより、肌貼付用フィルムの変形が抑えられるととも
に、肌貼付用フィルムが取り扱いやすくなる。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、皮脂による弊害を抑えることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】肌貼付用フィルムの一実施形態について、肌貼付用フィルムの断面構造を示す図
。
【図２】転写シートの一実施形態について、転写シートの断面構造を示す図。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　図面を参照して、肌貼付用フィルム、および、転写シートの一実施形態を説明する。
　［肌貼付用フィルムの構成］
 図１が示すように、肌貼付用フィルム１０は、第１面１０Ｆと、第１面１０Ｆとは反対
側の面である第２面１０Ｒとを有する。第１面１０Ｆは、肌に貼り付けられる面である。
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第２面１０Ｒは、肌貼付用フィルム１０が肌に貼り付けられたときに、外気に曝される面
である。
【００１６】
　肌貼付用フィルム１０は、薄膜層１１と、表面層１２とを備える。表面層１２は、薄膜
層１１が有する２つの面の一方に積層されている。第１面１０Ｆは、表面層１２が有する
面であり、第２面１０Ｒは、薄膜層１１が有する面である。すなわち、肌貼付用フィルム
１０が肌に貼り付けられたとき、表面層１２が肌に接する。
【００１７】
　薄膜層１１は、肌に対する接着性を発現する程度の薄さを有する。例えば、薄膜層１１
の厚さは、１０ｎｍ以上５０００ｎｍ以下である。薄膜層１１の厚さが上記範囲内であれ
ば、粘着層を用いずとも、薄膜層１１自身が生体の表面に貼り付く。肌への密着性を高め
る観点では、薄膜層１１の厚さは、２０００ｎｍ以下であることが好ましい。さらに、肌
への密着性と肌の表面形状への追従性とが高められること、および、薄膜層１１が貼り付
けられているときに生体に生じる違和感を低減できることから、薄膜層１１の厚さは、１
００ｎｍ以上７５０ｎｍ以下であることが好ましい。薄膜層１１は単一の薄膜から構成さ
れた層であってもよいし、複数の薄膜から構成された層であってもよい。
【００１８】
　肌に対する接着性を発現する程度の薄さを有することを、厚さに代えて薄膜層１１の質
量で表すと、例えば、薄膜層１１の密度が１ｇ／ｃｍ３以上３ｇ／ｃｍ３以下であるとき
、薄膜層１１の単位面積あたりの平均質量は、０．０１ｇ／ｍ２以上１０ｇ／ｍ２以下で
ある。薄膜層１１の平均質量が上記範囲内であれば、粘着層を用いずとも、薄膜層１１自
身が生体の表面に貼り付く。
【００１９】
　薄膜層１１を構成する材料は、上記厚さあるいは質量の薄膜層を構成可能な材料であれ
ば特に限定されない。薄膜層１１の材料は、例えば、ポリ乳酸、ヒアルロン酸、ポリグリ
コール酸、フィブロイン、ポリカプロラクトン、キトサン等の高分子材料、これらの高分
子材料の共重合体、および、アクリルウレタン共重合体からなる群から選択される１種以
上の材料である。薄膜層１１の材料における分子量の制限は特になく、薄膜層１１は、所
定の平均分子量を有する１種類の材料から構成されていてもよいし、互いに異なる平均分
子量を有する複数種類の材料から構成されてもよい。
【００２０】
　薄膜層１１は、肌において所定の機能を発揮する物質である機能性物質を含有していて
もよい。機能性物質としては、例えば、保湿クリームや美容液等のスキンケアに用いられ
る化粧料あるいは化粧料成分、色素、薬剤、タンパク質、および、酵素等が挙げられる。
薄膜層１１は、機能性物質を１種類のみ含有していてもよいし、２種類以上を含有してい
てもよい。
【００２１】
　表面層１２は、皮脂と非相溶性の材料から構成されている。例えば、表面層１２は、水
溶性材料から構成されている。水溶性材料としては、例えば、ポリビニルアルコールやポ
リビニルピロリドン等の水溶性樹脂、カルボキシメチルセルロースやメチルセルロース等
のセルロース誘導体、アルギン酸ナトリウム等の天然多糖類が挙げられる。なお、本実施
形態において、水溶性材料とは、２０℃で１００ｇの水に０．１ｇ以上溶解する材料を指
す。あるいは、表面層１２は、フッ素オイル等が薄膜層１１の表面に噴霧されることによ
って形成された層であって、第１面１０Ｆとして撥油性を有する表面を有していてもよい
。
【００２２】
　表面層１２が厚いほど、肌貼付用フィルム１０における皮脂の浸透性が低くなり、表面
層１２が薄いほど、肌貼付用フィルム１０の肌への密着性が高められる。こうした観点か
ら、表面層１２の厚さは、１ｎｍ以上２０００ｎｍ以下であることが好ましい。
【００２３】
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　また、肌貼付用フィルム１０の肌に対する良好な接着性を得るためには、表面層１２の
厚さは、薄膜層１１の厚さよりも小さいことが好ましく、薄膜層１１と表面層１２とを合
わせた肌貼付用フィルム１０の総厚は、１１ｎｍ以上５００１ｎｍ以下であることが好ま
しい。また、肌貼付用フィルム１０の肌に対する良好な接着性を得るためには、薄膜層１
１と表面層１２とを合わせた肌貼付用フィルム１０の密度が１ｇ／ｃｍ３以上３ｇ／ｃｍ
３以下であるとき、肌貼付用フィルム１０の単位面積あたりの平均質量は、０．０１ｇ／
ｍ２以上１０ｇ／ｍ２以下であることが好ましい。
【００２４】
　なお、上述した肌貼付用フィルムおよびその構成層の厚さは、平均厚さであって、複数
の測定点で測定された膜厚の平均値である。また、上述した肌貼付用フィルムおよびその
構成層の平均質量は、平面視にて１ｍ２の面積を有する部分あたりに換算した質量であり
、対象における任意の３箇所の各々を、平面視にて１辺が１００ｍｍの正方形形状の膜片
に切り出し、３つの膜片の精密天秤で測定した質量の平均値を１００倍することにより求
められる。
【００２５】
　本実施形態では、表面層１２が設けられていることによって、肌貼付用フィルム１０は
、皮脂と非相溶性の第１面１０Ｆを有する。第１面１０Ｆが皮脂と非相溶性であるとは、
第１面１０Ｆに人工皮脂を接触させて１時間後、人工皮脂をティッシュオフ、すなわち、
ティッシュで軽く押さえて除去したとき、第１面１０Ｆによれや歪が視認されないことを
指す。人工皮脂としては、後述の皮脂浸透面積率の算出に際して用いられる組成の人工皮
脂が用いられる。
【００２６】
　肌貼付用フィルム１０が皮脂と非相溶性の第１面１０Ｆを有することによって、肌貼付
用フィルム１０における皮脂の浸透が抑制される。本願の発明者は、肌貼付用フィルム１
０における皮脂の浸透の抑制性を、皮脂浸透面積率を用いることによって的確に評価可能
であることを見出した。
【００２７】
　皮脂浸透面積率は、人工皮脂を浸み込ませたろ紙に肌貼付用フィルム１０の第１面１０
Ｆを接触させて４時間経過させた場合において、第２面１０Ｒに人工皮脂が滲出している
箇所の当該第２面１０Ｒに占める面積の割合である。詳細には、皮脂浸透面積率は、以下
の手順で算出される。
【００２８】
　１）ポリプロピレンフィルムの表面に、人工皮脂を、１ｃｍ２あたりの塗布量が６ｇと
なるように、塗布する。ポリプロピレンフィルムとしては、例えば、フタムラ化学社製の
厚さ５０μｍのフィルムが用いられる。人工皮脂の組成は、オレイン酸３１．４重量％、
スクアレン１４．２重量％、ミリスチン酸オクチルドデシル２３．１重量％、トリオレイ
ン３１．３重量％である。
【００２９】
　２）ポリプロピレンフィルム上の人工皮脂の表面に、桐山ロート用ろ紙（桐山製作所社
製：Ｎｏ．５Ａ、直径４０ｍｍ）を乗せる。なお、ろ紙上に滲出した皮脂量をデルフィン
テクノロジー社製の皮脂量計で測定したところ、約３０μｇ／ｃｍ２であった。一般に知
られている男性額の皮脂量は３０μｇ／ｃｍ２～４０μｇ／ｃｍ２であり、ろ紙上におけ
る皮脂量は、一般的な男性額での皮脂量に概ね近い状態であることが確認された。
【００３０】
　３）一辺が７０ｍｍの正方形状の外形を有し、５ｍｍの枠幅を有する紙製の枠体を作製
し、肌貼付用フィルム１０の端部が枠体に支持されるように、肌貼付用フィルム１０を枠
体に固定する。これにより、枠体で囲まれる領域に、一辺が６０ｍｍの正方形状の肌貼付
用フィルム１０が配置される。この肌貼付用フィルム１０を、上記２）で作製した人工皮
脂上のろ紙に、表面層とろ紙とが接するように積層し、軽く圧着して試料を形成する。
【００３１】
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　４）上記３）で形成した試料を、２５℃の環境下に４時間おいた後、直径が４０ｍｍの
円形状に成形した油取り紙（コーセーコスメニエンス社製）を試料における肌貼付用フィ
ルム１０上に乗せて、軽く圧着する。これにより、肌貼付用フィルム１０の第２面１０Ｒ
に滲出した皮脂が油取り紙に転写される。
【００３２】
　５）上記４）によって油取り紙に転写された皮脂部分の面積、すなわち、油取り紙にお
いて皮脂の吸着によって変色している部分の面積を、画像処理によって算出し、油取り紙
の全体の面積に対する皮脂部分の面積の比率を求める。当該皮脂部分の面積比率が、皮脂
浸透面積率である。画像処理には、例えば、オープンソースの画像処理ソフトであるＩｍ
ａｇｅＪが利用される。画像処理では、例えば、大津の判別分析法等の判別分析法によっ
て決定した閾値を用いて、油取り紙を撮影した画像に対して２値化処理を実施し、２値化
画像を取得する。この２値化画像に対して粒子解析を施すことによって、皮脂浸透面積率
が得られる。
【００３３】
　皮脂の滲出による弊害を好適に抑えるためには、肌貼付用フィルム１０における皮脂浸
透面積率が、３０％以下であることが好ましい。皮脂浸透面積率が３０％以下であると、
皮脂量が多い額のような部位に肌貼付用フィルム１０を貼付した場合であっても、第２面
１０Ｒに触れた指への皮脂の付着が認められない程度に、肌貼付用フィルム１０における
皮脂の滲出が抑えられる。したがって、例えば、肌貼付用フィルム１０の上にファンデー
ション等の化粧料を塗布する場合には、化粧崩れが抑えられる。
【００３４】
　［転写シートの構成］
　図２が示すように、転写シート２０は、肌貼付用フィルム１０と、支持層２１と、保護
層２２とを備えている。
【００３５】
　支持層２１は、肌貼付用フィルム１０の第２面１０Ｒに接し、肌貼付用フィルム１０を
支持している。支持層２１は、肌貼付用フィルム１０の保管時や、肌貼付用フィルム１０
の使用に際して肌貼付用フィルム１０の貼り付けの対象部位まで肌貼付用フィルム１０を
移動させるときに、肌貼付用フィルム１０の変形を抑える機能を有する。支持層２１に支
持されていることにより、肌貼付用フィルム１０が取り扱いやすくなる。
【００３６】
　支持層２１は、多孔質基材であることが好ましい。多孔質基材は、内部に微小な多数の
間隙を有する基材であり、液体を浸透あるいは透過させることができる。支持層２１とし
て用いることのできる多孔質基材としては、例えば、不織布、紙、編物、織物等の繊維材
料からなるシート、メッシュ状のように間隙を含む構造を有する樹脂シートが挙げられる
。これらの基材のなかでも、水分を速やかに吸収して拡散できることから、不織布が好適
に用いられる。不織布を構成する繊維は、例えば、綿、麻、羊毛、パルプ等の天然繊維、
レーヨン等の半合成繊維、ポリビニルアルコール、ポリアクリル酸等の合成繊維等である
。上記の繊維のなかでも、天然繊維、特にパルプが好適に用いられる。不織布は、１類の
繊維から構成されていてもよいし、２種類以上の繊維から構成されていてもよい。
【００３７】
　支持層２１として用いる不織布の製造方法は特に限定されず、製造方法としては、例え
ば、スパンレース法、スパンボンド法、ニードルパンチ法、メルトブロー法、エアレイ法
、フラッシュ紡糸法、樹脂接着法が挙げられる。支持層２１として用いる不織布の目付け
は、１０ｇ／ｍ２以上１５０ｇ／ｍ２以下であることが好ましく、肌触り等の使用感に優
れることから、２０ｇ／ｍ２以上５０ｇ／ｍ２以下であることがより好ましい。不織布の
目付けは、すなわち、不織布の単位面積あたりの質量である。
　なお、支持層２１は、多孔質基材に限らず、内部に間隙を有さない樹脂シートや金属箔
等の基材から構成されてもよい。
【００３８】
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　保護層２２は、肌貼付用フィルム１０の第１面１０Ｆを覆い、肌貼付用フィルム１０を
保護する。保護層２２は、支持層２１を構成する多孔質基材として例示した上記の各材料
を用いることができる。保護層２２と支持層２１とは、同一の種類の多孔質基材から構成
されてもよいし、互いに異なる種類の多孔質基材から構成されてもよい。なお、保護層２
２は、多孔質基材に限らず、内部に間隙を有さない樹脂シートや金属箔等の基材から構成
されてもよい。
【００３９】
　［肌貼付用フィルムおよび転写シートの製造方法］
　肌貼付用フィルム１０および転写シート２０の製造方法の一例を説明する。
　なお、上述した肌貼付用フィルム１０および転写シート２０の製造が可能であれば、下
記とは異なる製造方法が用いられてもよい。
【００４０】
　まず、成膜用基材の表面に、薄膜層１１を形成する。成膜用基材としては、熱可塑性樹
脂、熱硬化性樹脂、水溶性樹脂等から構成された樹脂シートが用いられる。
　詳細には、薄膜層１１の材料が溶かされた塗液が、成膜用基材の表面に塗布され、その
塗膜が乾燥されることによって、薄膜層１１が形成される。上記塗液の溶媒としては、薄
膜層１１の材料の特性に応じて、プロトン性極性溶媒あるいは非プロトン性極性溶媒が用
いられる。プロトン性極性溶媒としては、水、エタノール、イソプロパノール、および、
酢酸等が挙げられる。非プロトン性極性溶媒としては、酢酸エチル、酢酸ブチル、酢酸プ
ロピル、メチルエチルケトン、アセトン、および、ジメチルスルホキシド等が挙げられる
。
【００４１】
　塗液の塗布方法は、所望の膜厚に薄膜層１１を形成可能な方法であれば特に限定されな
い。塗布方法としては、例えば、グラビア法、マイクログラビア法、スピンコーティング
法、スプレーコーティング法、および、エレクトロスピニング法のいずれかが利用される
ことが好ましい。また、塗膜の乾燥温度は、上記塗液に用いた溶媒の沸点以上であること
が好ましい。
【００４２】
　続いて、成膜用基材上の薄膜層１１の表面に、支持層２１を接触させ、成膜用基材から
支持層２１へ薄膜層１１を転写する。転写方法としては、吸引による剥離を利用する方法
や犠牲膜を利用する方法等、公知の転写方法が用いられればよい。
【００４３】
　さらに、支持層２１上の薄膜層１１の表面に、表面層１２を形成する。例えば、表面層
１２の材料が溶かされた塗液が、薄膜層１１の表面に塗布され、その塗膜が乾燥されるこ
とによって、表面層１２が形成される。表面層１２が水溶性材料から構成される場合、上
記塗液の溶媒としては、例えば、水が用いられればよい。
【００４４】
　塗液の塗布方法は、所望の膜厚に表面層１２を形成可能な方法であれば特に限定されな
い。塗布方法としては、例えば、グラビア法、マイクログラビア法、スピンコーティング
法、スプレーコーティング法、エレクトロスピニング法等が挙げられる。
【００４５】
　表面層１２の形成後に、表面層１２の表面に保護層２２が積層される。これにより、肌
貼付用フィルム１０を備える転写シート２０が形成される。保護層２２の積層前あるいは
積層後に、型抜き等の方法によって、肌貼付用フィルム１０および転写シート２０の外形
が整えられてもよい。
【００４６】
　［肌貼付用フィルムの貼付方法］
　肌貼付用フィルム１０の貼付方法、すなわち、転写シート２０を用いた肌貼付用フィル
ム１０の転写方法を説明する。以下では、支持層２１として多孔質基材を用い、転写シー
ト２０を湿潤させて肌貼付用フィルム１０を肌に転写する方法について説明する。
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【００４７】
　まず、肌における肌貼付用フィルム１０の貼付箇所に、水等の液体を供給する。供給さ
れる液体である供給液は、転写シート２０を湿潤可能な液体であればよく、具体的には、
水を含む液体、あるいは、マッサージオイル等の油類であればよい。例えば、供給液とし
ては、水や、化粧水等の化粧料を用いることができる。
【００４８】
　続いて、転写シート２０から保護層２２を剥離し、肌貼付用フィルム１０の第１面１０
Ｆが貼付箇所に接するように、肌貼付用フィルム１０と支持層２１との積層体を肌上に配
置する。支持層２１の上から、上記積層体を指等で押圧することにより、供給液を支持層
２１にまで浸透させる。この押圧時に肌貼付用フィルム１０にかかる荷重は、１０ｇ／ｃ
ｍ２以上９００ｇ／ｃｍ２以下であることが好ましい。また、肌に与えるダメージを軽減
するためには、上記荷重は１０ｇ／ｃｍ２以上２０ｇ／ｃｍ２以下であることがより好ま
しい。この程度の大きさの荷重であっても、肌貼付用フィルム１０は肌に十分に貼り付く
。
【００４９】
　続いて、肌貼付用フィルム１０から支持層２１を剥離する。これにより、肌貼付用フィ
ルム１０が肌に貼り付けられる。湿潤によって、多孔質基材である支持層２１が膨張する
ことや、支持層２１と肌貼付用フィルム１０との間まで供給液が浸入すること等に起因し
て、支持層２１が肌貼付用フィルム１０から剥がれやすくなる。
【００５０】
　なお、上記転写方法においては、肌上に転写シート２０を配置する前に、肌に供給液を
供給する方法を例示したが、肌上に転写シート２０を配置した後に、供給液が転写シート
２０に対して供給されてもよい。また、転写シート２０を湿潤させずに、支持層２１を肌
貼付用フィルム１０から剥離してもよい。この場合、支持層２１は多孔質基材でなくても
よい。
【００５１】
　肌貼付用フィルム１０が肌に貼り付けられた後、肌貼付用フィルム１０の上から、化粧
料が塗布されてもよい。この場合、化粧料は、肌貼付用フィルム１０の第２面１０Ｒに塗
布される。塗布される化粧料の種類は特に限定されず、例えば、ファンデーション等のメ
ーキャップ用の化粧料や日焼け止め等のサンケア用の化粧料を用いることができる。本実
施形態の肌貼付用フィルム１０を用いることで、皮脂の滲出が抑えられるため、化粧崩れ
を抑えることができる。
【００５２】
　［実施例］
　上述した肌貼付用フィルムについて、具体的な実施例および比較例を用いて説明する。
　（実施例１）
　ＤＬ－ポリ乳酸（武蔵野化学研究所社製）を、固形分が６％となるように酢酸エチルに
溶解することにより、薄膜層の形成のための塗液を生成した。用いたポリ乳酸の平均分子
量は１１万である。成膜用基材としてのポリエチレンテレフタレートシート（東レ社製：
ルミラー　Ｓ１０）に、ワイヤーバー（番手＃４）を用いて上記塗液を塗布し、塗膜を形
成した。オーブンを用いて塗膜を７０度で６０秒間加熱して乾燥・固化させることにより
、薄膜層を形成した。乾燥後の薄膜層の厚さは約３００ｎｍである。
【００５３】
　続いて、薄膜層に、支持層として不織布（フタムラ化学社製）を積層し、成膜用基材を
剥離して、ナノ薄膜を成膜用基材から支持層に転写した。不織布の主成分はセルロースで
あり、目付けは２０ｇ／ｍ２である。
【００５４】
　ポリビニルアルコール（デンカ社製：重合度２４００、部分鹸化型）を、固形分が１％
となるように水とイソプロパノールとの混合溶媒に溶解することにより、表面層の形成の
ための塗液を生成した。上記混合溶媒の組成は、水が８０％、イソプロパノールが２０％
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である。支持層に積層された薄膜層の上に、ワイヤーバー（番手＃４）を用いて上記塗液
を塗布し、塗膜を形成した。オーブンを用いて塗膜を７０度で６０秒間加熱して乾燥・固
化させることにより、表面層を形成した。乾燥後の表面層の厚さは約５０ｎｍである。
　これにより、薄膜層と表面層とを備える実施例１の肌貼付用フィルムを得た。実施例１
の肌貼付用フィルムの総厚は約３５０ｎｍである。
【００５５】
　（実施例２）
　表面層の形成のための塗液中のポリビニルアルコールの割合を、固形分が５％となるよ
うに変更したこと、および、乾燥後の厚さが約２５０ｎｍとなるように表面層を形成した
こと以外は、実施例１と同様の工程によって、実施例２の肌貼付用フィルムを得た。実施
例１の肌貼付用フィルムの総厚は約５５０ｎｍである。
【００５６】
　（実施例３）
　実施例１と同様の工程によって、支持層と薄膜層との積層体を得た。
　ポリビニルアルコールに代えて、カルボキシメチルセルロース（東京化成社製：重合度
約１０５０）を用い、カルボキシメチルセルロースを、固形分が５％となるように水に溶
解することにより、表面層の形成のための塗液を生成した。支持層に積層された薄膜層の
上に、ワイヤーバーを用いて上記塗液を塗布し、塗膜を形成した。オーブンを用いて塗膜
を７０度で６０秒間加熱して乾燥・固化させることにより、表面層を形成した。乾燥後の
表面層の厚さは約２５０ｎｍである。
　これにより、実施例３の肌貼付用フィルムを得た。実施例３の肌貼付用フィルムの総厚
は約５５０ｎｍである。
【００５７】
　（実施例４）
　表面層の形成のための塗液中のカルボキシメチルセルロースの割合を、固形分が２．５
％となるように変更したこと、および、乾燥後の厚さが約１２０ｎｍとなるように表面層
を形成したこと以外は、実施例３と同様の工程によって、実施例４の肌貼付用フィルムを
得た。実施例４の肌貼付用フィルムの総厚は約４２０ｎｍである。
【００５８】
　（比較例１）
　表面層を形成しないこと以外は、実施例１と同様の工程によって、比較例１の肌貼付用
フィルムを得た。比較例１の肌貼付用フィルムは、薄膜層のみから構成され、その総厚は
約３００ｎｍである。
【００５９】
　（比較例２）
　表面層を形成しないこと、および、薄膜層の形成のための塗液の塗布を、番手＃８のワ
イヤーバーを用いて行い、乾燥後の厚さが約５００ｎｍとなるように薄膜層を形成したこ
と以外は、実施例１と同様の工程によって、比較例２の肌貼付用フィルムを得た。比較例
２の肌貼付用フィルムは、薄膜層のみから構成され、その総厚は約５００ｎｍである。
【００６０】
　＜評価方法＞
　（皮脂浸透面積率）
　各実施例および比較例の肌貼付用フィルムについて、上記実施形態に記載の方法によっ
て、皮脂浸透面積率を算出した。画像処理にはＩｍａｇｅＪを利用し、大津の判別分析法
を用いて２値化処理を実施した画像に基づき、皮脂浸透面積率を算出した。
【００６１】
　（肌貼付用フィルム単独での皮脂浸透状態の評価）
　各実施例および比較例の肌貼付用フィルムと支持層との積層体を、一辺が３０ｍｍの正
方形状にカットした試料を用意した。洗顔した額を、水で湿した化粧用コットンパフで軽
く拭き、試料における肌貼付用フィルムの第１面を接触させた。その後、支持層上から、
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水で湿した化粧用コットンパフで試料を軽く抑えた後、支持層を剥離して、肌貼付用フィ
ルムを額に転写した。４時間経過後に、肌貼付用フィルムの第２面に指を押し当て、指へ
の皮脂の付着性をテカリの程度から目視にて判断した。
【００６２】
　（ファンデーション塗布時の皮脂浸透状態の評価）
　各実施例および比較例の肌貼付用フィルムと支持層との積層体を、一辺が３０ｍｍの正
方形状にカットした試料を用意した。洗顔した額を、水で湿した化粧用コットンパフで軽
く拭き、試料における肌貼付用フィルムの第１面を接触させた。その後、支持層上から、
水で湿した化粧用コットンパフで試料を軽く抑えた後、支持層を剥離して、肌貼付用フィ
ルムを額に転写した。続いて、肌貼付用フィルムの第２面に、パウダーファンデーション
をスポンジで塗布した。パウダーファンデーションは、第２面の上部の左端から右端に向
かって一方向に塗布する操作を、塗布領域を下方にずらしつつ４回繰り返すことによって
、第２面の全面に塗布した。４時間経過後に、パウダーファンデーション上から肌貼付用
フィルムの第２面に指を押し当て、指への皮脂の付着性をテカリの程度から目視にて判断
した。
【００６３】
　＜評価結果＞
　表１に、各実施例および比較例についての皮脂浸透面積率と、皮脂浸透状態の評価にお
ける指への皮脂の付着程度の観察結果とを示す。
【００６４】
【表１】

【００６５】
　表１が示すように、表面層を有する実施例１～４では、皮脂浸透状態の評価において、
肌貼付用フィルム単独、および、ファンデーション塗布時のいずれの場合も、指への皮脂
の付着が確認さなかった。したがって、実施例１～４では、肌貼付用フィルムにおける皮
脂の浸透が好適に抑制されていることが確認された。
【００６６】
　これに対し、表面層を有さない比較例１，２では、肌貼付用フィルム単独の場合には、
指への皮脂の付着が確認された。また、ファンデーション塗布時については、膜厚が小さ
い比較例１では、指への皮脂の付着が確認され、膜厚が大きい比較例２では、比較例１よ
りは少量であるものの、指への皮脂の付着が確認された。したがって、実施例１～４では
、皮脂と非相溶性の表面層の存在によって皮脂の浸透が抑制されていることが確認された
。
【００６７】
　各実施例および比較例の皮脂浸透面積率に着目すると、皮脂浸透状態の評価において指
への皮脂の付着が最も顕著であった比較例１では、皮脂浸透面積率が特に高い。皮脂浸透
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面積率が低くなるにつれて肌貼付用フィルムにおける皮脂の浸透が抑えられ、皮脂浸透面
積率が３０％以下である実施例１～４では、指への皮脂の付着が確認されない程度にまで
、皮脂の浸透が抑えられることが示された。
【００６８】
　以上、実施形態および実施例にて説明したように、上記肌貼付用フィルムおよび転写シ
ートによれば、以下に列挙する効果を得ることができる。
　（１）肌貼付用フィルム１０が、肌に貼り付けられる第１面１０Ｆとして、皮脂と非相
溶性の面を有する。そのため、肌貼付用フィルム１０が肌に貼り付けられた場合に、肌貼
付用フィルム１０に皮脂が浸み込むことが抑えられ、その結果、肌貼付用フィルム１０の
第２面１０Ｒへの皮脂の滲出が抑えられる。これにより、化粧崩れのように、生体の最表
面に皮脂が存在することによる弊害が抑えられる。
【００６９】
　（２）肌貼付用フィルム１０が、第１面１０Ｆを構成する表面層１２と、第２面１０Ｒ
を構成する薄膜層１１とを含む積層体である。そのため、薄膜の積層によって皮脂と非相
溶性の第１面１０Ｆを有する肌貼付用フィルム１０を形成できる。したがって、例えば薄
膜の表面改質によって第１面１０Ｆを形成する場合と比較して、肌貼付用フィルム１０の
製造が容易である。
【００７０】
　（３）表面層１２が、水溶性材料から構成される形態であれば、皮脂と非相溶性の第１
面１０Ｆが好適に実現される。
　（４）肌貼付用フィルム１０における皮脂浸透面積率が３０％以下であることにより、
額等の皮脂量の多い部位に肌貼付用フィルム１０を貼り付ける場合であっても、肌貼付用
フィルム１０の第２面１０Ｒへの皮脂の滲出が好適に抑えられる。
【００７１】
　（５）転写シート２０が、肌貼付用フィルム１０の第１面１０Ｆを覆う保護層２２を備
えるため、転写シート２０の保管時や移動時に、第１面１０Ｆが保護され、皮脂に対する
非相溶性が好適に維持される。また、肌貼付用フィルム１０が支持層２１に支持されてい
ることにより、肌貼付用フィルム１０の変形が抑えられるとともに、肌貼付用フィルム１
０が取り扱いやすくなる。
【００７２】
　［変形例］
　上記実施形態は、以下のように変更して実施することもできる。
　・皮脂と非相溶性の第１面１０Ｆを有していれば、肌貼付用フィルム１０は、薄膜層１
１と表面層１２との積層体でなくてもよい。例えば、薄膜層１１の表面を皮脂と非相溶性
を有した親水性に改質することにより、皮脂と非相溶性の第１面１０Ｆが形成されてもよ
い。また、表面層１２は、塗液の塗布によって形成された層でなくてもよく、例えば、表
面層１２は蒸着によって形成された層であってもよい。また、表面層１２は、皮脂と非相
溶性を有した親水性の単分子層であってもよい。
【符号の説明】
【００７３】
　１０…肌貼付用フィルム、１０Ｆ…第１面、１０Ｒ…第２面、１１…薄膜層、１２…表
面層、２０…転写シート、２１…支持層、２２…保護層。
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